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連用形＋ンカの用法が示す
近世後期上方語の表現指向

矢 島 正 浩

1 ．問題の所在
（ 1） ナンノマア恥づかしいことがある。チヤツト上りんかいな、エヽエ世話やかす

子では有ぞ。 （上方洒落本・南遊記 3）
下線部分は否定疑問文の形を取りながら、聞き手への行為指示を意図する表現であり、

問いや疑いなどといった典型的な疑問表現とは異なった用法を示す。打消の助動詞ンが、
動詞「あがる」の連用形に続いている点でも特異である。この連用形＋ンカという否定
疑問文は、以下の本論で示すとおり、上方語で多用される一方で、江戸語では全く見出
せない。このような特徴的な形式がなぜ上方語では生まれ、江戸語では生まれなかった
のであろうか。
この連用形＋ンカの形式が行為指示表現として発生・定着する過程に関わっては、村

上（2003・2004）に詳細な検討がある。やや長くなるが、私に要約して概略を示すと、
次のとおりである。
・連用形命令法とは、宝暦以降の遊里に端を発する、動詞連用形そのものによる命令
法である。連用形禁止法や連用形＋ンカ形も宝暦以降の遊里にその出自を持つ。

・これらは遊里という特殊社会の階層状況を言語表現上に反映させるシステムの一環
として作り出された変化形であった。待遇価値の面においても通常の命令形とは異
なる。

・遊里では当時、ンス系助動詞による命令法が一般社会のものとなり、遊里語として
の役割を果たせなくなっていたことから、新たな方式による命令表現を生み出す必
要があった。

・連用形命令法の出現には、宝暦頃に一段動詞（特に上一段）の命令形としてイ形が
一般的になったことが大きな影響を与えた。一段動詞のイ形は連用形に見まがうも
のであり、その影響により四段動詞等の命令形で連用形の外形を用いた新語形が用
いられるようになった。 （以上、村上 2003）

・「お行きんか」等の「オ＋連用形＋ンカ」形は宝暦頃の上方遊里から発生した。
・これは宝暦頃に出現した一段動詞「おくれる（お呉れる）」の未然形接続形式「お
くれんか」を命令表現「オ＋連用形。」（おくれ。）にンカのついたものとし、それ
を四段動詞等にも適用して、「オ＋連用形。」（ex. お行き。）にンカを接続させたも
のである。
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・その頃流行しはじめていた連用形命令法の影響によって「お行きんか」は連用形命
令法に終助詞的なンカがついたものにオを冠したものと考えられる事となって、「お
行きんか」におけるオの相対的な重要度が低下した。そして安永頃にはオを落とし
た「連用形＋ンカ」形が出現する。

・「連用形＋ンカ」形の出現によりンカの上接部分に様々なやわらかい命令関係表現
が来る事を許容する流れが生じ、文政頃には遊客を中心に「連用形＋テ。」という
命令表現に終助詞的なンカを接続させた「連用形＋テンカ」形も出現する。

・一方、寛政末以降、否定疑問表現を担う「（オ＋）連用形＋ンカ」形や「（オ＋）連
用形＋ン」形等が出現するが、これは安永末から活発化する一段化動詞の創出と整
備という流れの一環であった。 （以上、村上 2004）

村上は、遊里という特殊社会の言語システムにおいて宝暦以降に生じたニーズに対応す
るものとして、次のような連用形命令法があったことをまず押さえる。
　・さあ　たち く　（『郭中奇譚（異本）』明和 8カ）、太夫→客）
　・あそこへ　いき　（『染模様妹背門松』明和 4演）、仲居→女郎）

連用形＋ンカについては、宝暦頃の上方遊里から広まったオクレンカという、「オ＋未
然＝連用形」による命令表現がきっかけとなって、当時広がりつつあった上記の連用形
命令法に、否定疑問文の末尾形式ンカが続くという生産的な形式として再解釈され、一
般化したという説明である。
なお、村上は連用形命令法の成立については、一段動詞の命令形の影響を考える立場

である。その点ついては、森（2013）から異なった見方が提出されている。以下にその
要点を引く。
・連用形命令形は近世上方において、敬語助動詞命令形「や」が終助詞と再分析され、
「や」の前部要素が命令形式として独立し、成立した。
・この連用形命令が成立した要因として、待遇価値の下がった命令形命令を避けなが
らも、聞き手に対して強い拘束力のもと行為指示を行うという発話意図があった。

・首都圏方言・関西方言をはじめとした各地方言で、命令形命令と対立する新たな命
令形式（第三の命令形）が成立している。またそれらは敬語を語彙的資源としてい
る。

・連用形命令の成立も、“ 敬語から第三の命令形へ ” という一般性のある変化として
位置づけられる。

森は、命令形命令法の待遇価値が、受益表現による命令表現「～てくれ」類の発達によっ
て下がったために、新たに言語的配慮を行いながらも強制力の強い行為指示を行える形
式として連用形命令が生まれたと考える。その連用形命令法の出自については、敬語助
動詞命令形「や」が関与すると見る立場である。その点で、村上の、一段動詞命令形の
関与を考える立場とは異なるものである。森は日本語における待遇表現史を再構築する
立場からの知見であるのに対し、村上は遊里言葉の影響も含めた社会的要因を視野に入
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れた分析であるという点においても、両者は異なっている。
本稿は、両者のいずれに適否があるかということに、踏み込む用意があるわけではな

い。このような連用形命令法、あるいは連用形＋ンカといった固有の形式を生じるにあ
たって、上方語の言語事情がどのように関与しているのかということの方に、むしろ関
心があるものである。すでに両者によって、連用形命令法さらには連用形＋ンカが、他
でもなく近世の後期上方語に多用され、江戸語では用いられなかった事情について、さ
まざまな可能性が指摘され、議論されている。本稿は、さらにそのあたりの検討を深め
るために、その状況を生み出した背景について、上方語や江戸語の表現指向という観点
から説明を補足してみようとするものである。

2 ．方法設定
筆者はかつて矢島（2011）において、ソレジャニヨッテ・ソレダカラなどを取り上げ、

上方語及び江戸語における接続詞類の用法差を検討した。各語形の盛衰の様を、両言語
ごとに観察しながら、同じ指示詞＋指定辞＋接続辞を構成要素とする接続詞的表現も、
上方語と江戸語とでその語構成的価値が違っていること（一語化の度合いが異なってい
ること）、この種の接続詞が江戸語で先行して多用傾向が見出されることやその事由な
どが明らかになった。「言語事項的比較」「時間的比較」「空間的比較」という 3点から
の分析方法を設定することによって、特定地域の言語を共時的に観察するだけでは限界
のあった分析・理解の範囲を効果的に広げることができるという、方法論としての有効
性も確認したものである。本稿もその方法を援用し、以下の調査対象の設定によって、
連用形＋ンカの問題を論じるとする。
＊言語事項的比較：疑問文の使用全体の中に否定疑問文、さらには連用形＋ンカを位
置づけること。

＊時間的比較：古代～近代の歴史の流れの中に近世後期語を位置づけること。
＊空間的比較：上方語の特徴を江戸語との比較において把握していくこと。
以上の方針に対応させながら、本稿では次の調査資料を選定した。資料とともに使用

テキストも示す。
・中古資料：「源氏物語」新編日本古典文学全集（小学館）（200 例）
・中世資料：「平家物語」新日本古典文学大系（岩波書店）（200 例）
・近世中期上方資料：歌舞伎台帳「心中鬼門角」宝永 7（1710）年初演『歌舞伎台帳集成』
1（勉誠社 1983 年刊）（200 例）／近松浄瑠璃「堀川波鼓」宝永 4（1707）年・「冥途
の飛脚」正徳元（1711）年（28 例まで。他の 2曲は全文分）・「心中天の網島」享保 5
（1720）年『近松全集』使用（岩波書店刊）（以上 200 例）
・近世後期上方資料：洒落本（ⅰ .1790・ⅱ .1800・ⅲ .1830 各年頃刊行資料より 100 例
ずつ。以下「巻」は洒落本大成（中央公論社））ⅰ .「短華蘂葉」1786（天明 6）年（74
例）13 巻・「睟のすじ書」1794（寛政 6）年（26 例）16 巻／ⅱ .「南遊記」1800（寛
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政 12）年 18 巻／ⅲ .「色深猍睡夢」1826（文政 9）年（95 例）・北川蜆殻 1827（文
政 10）年（ 5例）いずれも 27 巻／滑稽本「穴さがし心の内そと」幕末～明治頃『近
代語研究』4（武蔵野書院）（200 例）
・近世後期江戸語：洒落本（ⅰ .1790・ⅱ .1800・ⅲ .1830 各年頃刊行資料より 100 例ずつ）
ⅰ .「通言総籬」1787（天明 7）年 17 巻／ⅱ . 契情買言告鳥 1800（寛政 12）年 18 巻（72
例）・同後篇「言告鳥二篇廓之桜」1801（寛政 13）年刊（28 例）／ⅲ .「青楼色唐紙」
1828（文政 11）年／滑稽本「浮世風呂」1809 ～ 1813（文化 6～ 10）年『浮世風呂　
戯場粋言幕の外　大千世界楽屋探』新日本古典文学大系（岩波書店）2編・4編（各
100 計 200 例）
・近代大阪資料：小説…上司小剣『鱧の皮』1914（大正 3）年（59 例）、『天満宮』
1914（大正 3）年（41 例）『現代日本文学大系 21』（筑摩書房）・織田作之助『夫婦善
哉』1940（昭和 15）年『昭和文学全集 13』小学館（83 例）、『続夫婦善哉』1940（昭
和 15 ～ 22 頃か）年（17 例）『夫婦善哉』岩波文庫（以上 200 例）／落語…金澤（2015）
記載の大阪盤・文字化資料（200 例）
・近代東京資料：小説…夏目漱石『行人』1914（大正 3）年『現代日本文学大系 18』
筑摩書房・永井荷風『腕くらべ』：1917（大正 6）年『現代日本文学大系 23』筑摩書
房（以上 200 例）／落語…金澤（2015）記載の東京盤・文字化資料（200 例）

基本的には、各資料の冒頭から 200 例ずつの疑問文を抜き出すサンプリング調査であ
る。上方語と江戸語の相違を細かく捉える必要のある近世後期に限っては、洒落本を 3
期に分けて各期 100 例ずつの調査行っている。中古・中世については各 1資料、近世以
降についても限られた資料数に止まっており、調査量としては不十分であると言わざる
を得ないが、傾向を大きく捉えることは可能なのではないかと考える。なお、近世資料
は地の文と会話文の乖離が甚だしいので会話文のみを対象とする。

3 ．否定疑問文の用法推移
3 . 1 ．増加傾向にある否定疑問文
本稿で問うのは、～ンカ、～ナイカ等の否定形を含んだ疑問文である。最初に、本稿

の調査範囲中に用いられた疑問文の使用状況について、疑問文末尾に否定形（打消の助
動詞、打消推量、打消過去等の助動詞類及び形容詞ナシ）を伴うか否かで二分して確認
しておく。
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表１　否定疑問文の発達

時代 地域 肯定 否定 （計） 肯定 否定 （計）

中古 195 5 200 98% 3% 100%
中世 188 12 200 94% 6% 100%
近世中期 348 52 400 87% 13% 100%
近世後期 上方 382 118 500 76% 24% 100%

江戸 432 68 500 86% 14% 100%
近代 大阪 312 88 400 78% 22% 100%

東京 349 51 400 87% 13% 100%

表からわかることは 2点である。1つは、否定疑問文の使用が近世以降増加している
こと、もう 1つは近世後期以降の上方大阪語と江戸東京語とで、それぞれの時代ともに
上方大阪語の方が江戸東京語よりも否定疑問文を多用しているということである。以下、
この傾向を生じさせる背景について考えていく。

3 . 2 ．否定疑問文の用法
否定疑問文と一口に言っても、その中には様々な用法が含まれる。それは、大きく次

のように区分することが可能である1。

 

第Ⅰ類：事実内容の確認に用いる。
（ 2） なんだよ、雨じゃないか。またひどく降っているじゃないか。 （作例）
（ 3）（陰口を伝え聞いて）ほんにそふいつたか。とんだ気まぐれじやあねへか。
 （江戸洒落本・総籬 2）

第Ⅱ類：推論内容に用いる。活用語＋ノデハナイカと「の」を取り得る。
（ 4） この空模様だと、明日は、雨じゃないか。雨が降るんじゃないか。　　（作例）
（ 5）「この烏賊はあをりじやあねへか。「なに真いかさ。 　　（江戸洒落本・総籬 2）
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第Ⅲ類：否定表現によって構成される命題の不確定性について問うもので、否定が本来
の意味を残す。

（ 6）（行かない様子の相手を見て）　今日は、行かないのですか。
ということは、今日は勤務日じゃないの？　　　　　　　　　　　　（作例）

（ 7）「ムヽわしや伯父様の女房じやと思ふてかへ。「そうじやござんせぬかいの。「い
や、そうじやござんせぬ。 （台帳・鬼門角・上）

（ 8） あのお方は道楽はなさらんかのう。　　　　　　　　（東京落語・塩原多助之伝）

　なお、第Ⅲ類のうち、次の特徴を持つものを（a）～（c）としてカウントする。

（a）勧誘：1 ＋ 2 人称主語の行為要求。
（ 9）「（略）昨日、其

そなた

方へ佐八から何じや来たげな。それを慰みに見よふじや有まい
か。「アイ。大方アノ袋棚に。 （上方洒落本・南遊記 3）

（b）提案・依頼・命令：2 人称主語の行為要求。
（ 1） ナンノマア恥づかしいことがある。チヤツト上りんかいな、エヽエ世話やかす

子では有ぞ。 （上方洒落本・南遊記 3）再掲例
（c）願望：3 人称主語の実現要求。聞き手を想定していない。
（10）はやう夜があけてくれんか、火の用心、 く　　　（上方滑稽本・穴探し・初 3）
　
3 . 3 ．否定疑問文の用法別使用状況の推移
前節に示す弁別に基づいて、調査範囲中の否定疑問文 2 について分類を施してみると、

次の通りであった。

表２　否定疑問文の用法別使用数

※第Ⅲ類と、第Ⅲ類（a）～（c）とは別カテゴリであり、第Ⅲ類の中でも（a）～（c）
等の特徴を持つものは区別して、別カウントする方法で示している。次の表３も同様。
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上方大阪語と、江戸東京語とで、資料及び疑問文の調査数をそろえているので、各時
代で両言語の比較が可能である。表から、顕著に見出せる傾向3 としては、第Ⅰ類「事
実確認」が後期江戸語、近代東京語において多用傾向にあること（特に%の比較で顕著）、
第Ⅲ類（b）「提案・依頼・命令」が、後期上方語、近代大阪語において多用されてい
ることの 2点である（後者については森 2014 においてすでに指摘がある）4。表 1にみ
た否定疑問文の増加傾向には、特に上方大阪語の第Ⅲ類（b）、江戸東京語の第Ⅰ類「事
実確認」の発達が大きく影響していることがわかる5。

3 . 4 ．否定疑問文の使用の偏りの意味するところ
なぜ、こういった特定表現の偏った使用傾向が両言語に現れるのであろうか。これら

については、本稿は、いずれも、それぞれの地域に根差す表現の指向を反映するものと
みてはどうかと考えている。
矢島（近刊）で、次のことを述べた。

　○上方語に発達する諸表現には［共有指向性／説明・打診型］、江戸語のそれには［一
　方向性／主張・提示型］の表現指向がそれぞれ見えること。

　○それは、たとえば次の言語事象の多用に現れること。
上方語：～デハナイカ第Ⅰ ･Ⅱ類（認識評価の共有）、～ヌカ・ナイカ「提案 ･依

頼 ･命令」、～ネバナラヌ類、ソレナラ類
江戸語：～デハナイカ第Ⅰ ･Ⅱ類（既定事実の確認）、～テハナラヌ類、～タライイ・

テハドウ類、命令形命令、ソレダカラ類

詳細は矢島（近刊）に譲るとし、ここでは、本稿が対象とする否定疑問文の形式例を
用いて、その指摘内容について確認しておきたい。まず、江戸東京語に多用傾向が著し
い第Ⅰ類「事実確認」の用法についてである。
（ 2） なんだよ、雨じゃないか。またひどく降っているじゃないか。　　　　（作例）
（ 3）（陰口を伝え聞いて）ほんにそふいつたか。とんだ気まぐれじやあねへか。
 （江戸洒落本・総籬 2）
（ 2）「（天候が）雨」であること、ひどく降っている」こと、（ 3）対象を「気まぐれ」
だと思うことは、いずれも、話者にとって不確定要素のない既定認識、あるいは既定と
なりつつある認識であり、その成立をデハナイカで構成して主張することによって、聞
き手に認識や想起が促されたり、話者の驚きや非難などの情意が表されたりする。いず
れにせよ、聞き手とのやり取りに関心はない認識表明の表現であり、その特徴は「一方
向性」をもって「主張・提示」するところに見出すことができる。この種の表現指向性
を持った表現を、江戸東京語では多用しているのである。
一方の上方大阪語に多用傾向が見えた第Ⅲ類（b）「提案・依頼・命令」の例である。
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（ 9） ナンノマア恥づかしいことがある。チヤツト上りんかいな、エヽエ世話やかす
子では有ぞ。 （上方洒落本・南遊記 3）

（11） 妓
おき や

館の息子、大の艶
いや み

風の美
よいをとこ

男がり「コレ小
こい と

糸さんけし六から呼
よひ

に来て有るぜ。
早ふ仕廻ひんかいナア。「アイ申シ金四郎さん、お前さん夕べおかしい事か有
たげナ （上方洒落本・南遊記 2）

話者は肯定命題「上がること」「仕廻うこと」が成立すべきであると認識しているが、
否定疑問文によって、聞き手に共有されるかどうか、あるいは事態として実現するかど
うかという点で不確定性を残すことを表している。この状況で「上がらない」「仕廻わ
ない」という事態が成立するのかと聞き手に「打診」することで、話者が「上がる」「仕
廻う」べきであるという意向にあることを想起させる方法である。話者の判断が「共有」
できるかを打診する姿勢が下敷きとなった行為要求の表現である。
以上のように、江戸東京語に顕著な第Ⅰ類には［一方向性／主張・提示型］の特徴が、

上方大阪語で多用される第Ⅲ類（b）には［共有指向性／説明・打診型］6 の特徴が、そ
れぞれ見出せる。いずれも両地域の表現指向を背景として多用されたものであると考え
る。

4 ．上方語における連用形＋ンカの発達
4 . 1 ．連用形＋ンカの発達の様子
3 節の表 2にカウントした否定疑問文には、～デハナイカ、未然形＋ンカをはじめと

するさまざまな形式が含まれる。冒頭に示す例（ 1）の類、連用形＋ンカもその中の一
形式である。この形式は、否定疑問文の中でも、どういう役割を担う用法として、どの
段階から用いられているのであろうか。
ここで検討の対象となるのは、否定疑問文の中でもン・ヌ・ナイという、本来、未然

形接続を行う打消の助動詞類例を伴うものである。たとえば、同じ打消の助動詞でもヘ
ン（「行きはせぬ」→イカヘン・イケヘン）や、～デハナイカのような形容詞、打消推
量の助動詞類を取る場合などは、そもそも連用形＋ンカにおける未然形 vs. 連用形の問
題に関与しないので、ここでは除けて考えていく。
前接語の活用形が未然形か、連用形かについては、未然形と連用形が異なる四段、サ

変、カ変などの活用語が来る場合についてだけ判別可能である。両活用形が同形となる
一段動詞の類は未然・連用同形として区別しておく。以上の範囲設定・方法によって、
否定疑問文を分類し、用例数を数えた結果が次の表である（参考までに、「～してんか」
などのように接続助詞テに直接打消の助動詞類が続く用法の例数も示した）。
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表 3　打消の助動詞ン・ヌ・ナイの前接語活用形別用例数

 

表から次のことがわかる。
・連用形接続と特定できる用例は、すべて第Ⅲ類（b）「提案・依頼・命令」の用法
であること 7。

・第Ⅲ類（b）用法は、ⅰ洒落本では未然形接続：連用形接続＝ 7例：0例であるが、
ⅱ洒落本以降は、逆に連用形接続の方が優勢となること。
これらの指摘は、つまり、本稿の調査範囲で見る限り、特にⅱ洒落本以降、すなわち

寛政末年以降になって、行為指示の意味合いを持った否定疑問文に、連用形＋ンカを用
いる傾向が顕著になるということを示している。
（11） 妓

おき や

館の息子、大の艶
いや み

風の美
よいをとこ

男がり「コレ小
こい と

糸さんけし六から呼
よひ

に来て有るぜ。
早ふ仕廻ひんかいナア。「アイ申シ金四郎さん、お前さん夕べおかしい事か有
たげナ （上方洒落本・南遊記 2）

冒頭に引いた村上（2004）によれば、連用形＋ンカの使用自体はすでに宝暦頃の上方
遊里で発生していたということであった。さらに本調査によって、未然形＋ンカとの比
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較において、連用形＋ンカの方が、寛政末頃以降になると頻度としても勝ることが確認
できるということである。

4 . 2 ．未然形＋ンカを維持する場合
一方、本来の形式であるはずの未然形＋ンカについてである。未然形接続が優勢だっ

たⅰ洒落本の段階における第Ⅲ類（b）の使用例をあげる。
（12） 庄八どふじや。盃をまわさぬか。弥吉わしがひらはふ。
 （上方洒落本・短華蘂葉）
（13） 仲居申し くモウおしづまりなさらんか。客イヤまだ く酒がたらぬ。
 （上方洒落本・睟のすじ書）
未然形＋ンカによる第Ⅲ類（b）の用法例は、ⅰ洒落本に 7例の該当がある。うち、3
例が（12）のごとく敬語類を用いない通常体での使用であり、4例が（13）のように敬
語類とともに用いられている。
ところが、ⅱ洒落本の段階以降、すなわち、第Ⅲ類（b）用法では連用形＋ンカが大

きな勢力を得るようになって以降、未然形＋ンカは敬語類を述語に持つ形式例のみとな
る。
（14） 冥

めう が

加のためじや。チト商
しようばい

売をはじめなさらんか。 （滑稽本 ･穴探し・三 5）
対照的に上方語資料の連用形＋ンカは、近世期の全 15 例中 13 例が通常体での使用で
あり、残り 2例がオ＋連用形の形であった。
（15） 大きな蒸芋を丸なりでかぶりかけるを、母「コレ くちつとたしなみんカ。な

んぼ内でもそんな大きなものをまる口にたべるといふことがどこにあるもの
か。 （上方滑稽本・穴探し・二 14）

（16） 姫「そんなこと言
いわ

ずとモフお休
やす

みんか。　親「おッと寝
ね

るぞ く。
 （上方滑稽本・穴探し・初 3）
（15）は母から娘、（16）は娘から父親への発話中の例であり8 目下には連用形＋ンカ、
目上にはオ＋連用形＋ンカと使い分けが見られる。この範囲の観察においては、第Ⅲ類
（b）用法の未然形＋ンカは、天明・寛政頃までは敬体・通常体を問わず広く用いられ
ていたが、連用形＋ンカが通常体の述語形式によって発達する中で、結果として、敬体
の表現中において維持される状況が生まれていたということである。
この観察は、連用形＋ンカという形式の成立過程について示唆的である。村上（2004）

がこの「連用形」は、当時一般化しつつあった連用形命令法であることを指摘していた。
その連用形命令法の出自については森（2013）では、「敬語助動詞命令形「や」が終助
詞と再分析され、「や」の前部要素が命令形式として独立し、成立した」と見ていたも
のである。本稿の観察範囲でも、敬語述語を用いる場合は未然形＋ンカが維持され、連
用形＋ンカは回避されていた。この事実は、「連用形」部分が敬語を語彙的資源とする
形式であり、連用形＋ンカが一定の待遇価値が付与される形式であったために生じてい
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た傾向として理解できるものかもしれない 9。また、上に見るとおり、未然形＋ンカも、
ⅰ洒落本の段階において敬語類を述語にとる使用例が多かったものであるが、連用形＋
ンカの待遇価値を合わせると、否定疑問文による第Ⅲ類（b）用法が、そもそも相手に
対して何らかの配慮が求められる状況下で用いられることが多いものだったということ
である。当用法の表現性を考える上で、この点に注意しておきたい。
　
5 ．上方語における授受形式を含む疑問文の発達
5 . 1 ．連用形＋ンカの発達と（オ）クレンカとの関係
表 3には、第Ⅲ類（b）用法では、未然・連用同形に接続するンカも相当数を占める

ことが示されていた。上方資料の中で具体的に該当するのは、次の諸例である。
ⅱ洒落本：～テオクレンカ 1、～オダテンカ 1
滑稽本：～テオクレンカ 7、～テクレンカ 2、～テモラヘンカ 1、オタベンカ 1、タ

ベンカ 1
下線を引いたように、授受形式の補助動詞に続く場合がほとんどを占め、中でもテオ

クレンカの多用が目立つ 10。連用形＋ンカは、村上（2004）によって「「おくれる（お
呉れる）」の未然形接続形式「おくれんか」」の出現が契機となって発生したこと、連用
形命令法が「その頃流行しはじめてい」て、それを下敷き・支えにして連用形＋ンカの
一般化が起こっていたことなどが指摘されていたものであった。森（2013）もまた、受
益表現「～てくれる」「～てくださる」による行為指示表現の発達により、命令形命令
の強制力の強さが際立って意識されたことが、相対的に強制力の緩やかな表現としての
連用形命令を生み出したと見ていたものであった。両者において注視される「おくれる
（お呉れる）」や「～てくれる」が、どのように上方語で役割を果たしていたのか、それ
が連用形＋ンカの発達とどのような関係にあるのかを確認しておきたい。

5 . 2 ．授受形式を含む疑問文の使用状況
～テ（オ）クレンカが授受形式であることに着目し、それを含んだ疑問文の使用状況

を上方語と江戸語とで比較してみる。
授受形式は、恩恵の方向性や主語の観点から整理することが可能である。近世後期に

使用例が見られる形式を用いて示すと、次のとおりである。
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表 4　授受形式の用法
主語

恩恵・
動作の方向性

話者 他者

話者→他者
（聞き手）

～やる
～あげる

他者→話者
（聞き手）

～もらう
～いただく

～くれる
～くださる

この整理に基づき、特に恩恵・動作の方向性の違いを区別しながら、調査範囲に用い
られた該当の例数を示す。

表 5　授受形式を含む疑問文

 

調査範囲では「あげる」の 2例を除き、すべてが補助動詞の用法であった。補助動詞
のうち、動詞連用形に直接続くものは、以下に示す（17）の 1例のみで、他はすべて「て」
を介する形式である。
表には、上方大阪語と江戸東京語の違いが、極めて明確に現れている。まず、そもそ

も授受形式を含む表現文が、こうして疑問文に限って見てみると、上方大阪語の方で圧
倒的に多いということである。調査に際しては疑問文数を各資料でそろえているので、
表中の例数差が、そのまま両地域の使用傾向を反映している。そこで近世後期・近代の
用例数を合計してみると上方大阪語では 43 例、江戸東京語では 7例と、そこには極め
て大きな差があるのである。
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さらにその用法差に注目すると、その違いは一段と際立つ。恩恵・動作の方向性が〈他
者→話者〉の表現例に限ると上方大阪語：江戸東京語＝ 40 対 2、〈話者→他者〉の表現
例は同比＝ 3：511 となる。つまり、特に両言語の相違は、恩恵・動作の方向性が〈他
者→話者〉の表現例の使用差に、特に大きく偏って現れるということである。この著し
い違いが意味するところを、具体的な使用例から考えてみる。

■否定疑問文（「～＋否定」）の例について
○恩恵・動作の方向性が〈他者→話者〉の表現
（ア） 主語＝他者（「～てくれんか」など）
村上（2004）によって～テ（オ）クレンカの発達が、連用形＋ンカの発生・発達の契

機となったという見方が示されていた。実際、本稿の調査範囲でも、表 5に示すとおり、
後期上方語で～テ（オ）クレンカが 14 例と明らかに高頻度で用いられていることが確
認される。同じ調査条件で江戸語ではわずかに 1例のみであることからしても、その極
端な多用傾向は注意すべきものと言える。ちなみに、表 5には示し得ていないが、本調
査の範囲では、上方の該当例はⅱ洒落本以降に集中している。つまり、連用形＋ンカ発
生のきっかけ自体は、早く宝暦頃にさかのぼって見出されるものであるが、その影響が
際立って観察されやすくなるのは寛政末以降だということである。これは、先に見たよ
うに、時期としては連用形＋ンカの多用が著しくなるタイミングと重なるものである。
（17）「金槌を一つ、お貸しくだはりまへんか」「ははん、お安い御用じゃ」
 （大阪落語・倹約の極意）
（18） 最

もそつと

少こつちへ寄リんかいナア是
これ

いなこつちへ寄ッておくれんかいなア。
 （上方洒落本・南遊記）
（19） コレふぐ汁

しる

に大当
あた

りハやめてくれんカ。 （上方滑稽本・穴探し・初 7）
基本的に他者＝聞き手であり12、聞き手への行為指示を行う表現である。本稿の言い

方に従えば第Ⅲ類（b）用法に属するものである。恩恵・動作の方向性が〈他者→話者〉
であり、「くれる」を否定疑問形で用いることにより、話者自身の利益のために、聞き
手に行為指示を受け入れてもらえないか、打診する言い方となる。
同様の表現性を持つ例を、江戸洒落本でも用いているが、使用数は限られる13（ 1 例）。
（20）「をれにゆづツてくれめへかの。「離しやすめへよ（江戸洒落本・総籬 17・1 ）
なお、次の「～て＋否定」の～テンカは、授受形式を伴うわけではないが、用法とし

て主語＝他者（聞き手）、なおかつ恩恵・動作の方向性の発現を前提とする表現であり、
授受形式に準じて考えられるものである14。
（21） えらい気の毒なけど、手紙一本、言付かってんか？ （大阪落語・絵手紙）
村上（2004）でも、～テンカは文政期以降の上方資料ですでに使用が広がりつつあっ

たことを指摘する。恩恵の向きを言語化する方法ではないが、調査範囲内では、すべて
他者＝聞き手に対して、話者にとって受益となる行為を依頼する内容であることが確認
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される。その依頼が、聞き手に受け入れてもらえるものかどうかを打診する方法であり、
（17）～（19）の「～てくれんか」類と同じ表現性を持つ。
「～てくれる」は、他者、特に聞き手と話者の利益関係を意識して成立する表現である。
聞き手への行為要求に際して、その意識を言明する方法を、このように上方ではさらに
否定疑問という方法で多用している。その表現が［共有指向性／説明・打診型］の性質
を持つものであることに、本稿は注目したい。その性質を持つ～テ（オ）クレンカが、
自身の未然・連用同形という形をもって、連用形命令法と否定疑問文との橋渡しとなる
ことによって連用形＋ンカの多用への道を開き、また安定的使用へと導いた。その表現
指向性を持たない江戸語では、上方語のようなニーズを持たず、この種の表現も発達し
ていないと考えられるのである。
（イ）主語＝話者（「～てもらえんか」など）
（22） このうち、ちいと分けてもらえまへんかちゅうと、わしに…
 （大阪落語・恵美須小判）
主語が話者である場合も、恩恵・動作の方向性は〈他者→話者〉であり、他者＝聞き

手の構図である点も「～てくれんか」類と同じである。否定疑問文の形式を取ることで、
話者自身の利益のために、聞き手に行為指示を受け入れてもらえないか、打診する方法
である点も変わりがない。（ア）（イ）ともに、自身の意向を一方向的に提示するのでは
なく、意向の成立への協力を願う「共有指向性」が顕著な表現である。この特徴を持つ
表現が上方大阪語にのみ見出され、江戸東京語に見出せなかった点も（ア）と同傾向で
あり、注意される。

○恩恵・動作の方向性が〈話者→他者〉の表現
否定疑問文はわずかに 1例見出せただけであった。〈話者→他者〉の内容を聞き手に

指示する特殊な用法である（注 11 参照）。用例数が限られており、使用傾向の解釈は留
保せざるを得ない。
（23） あいつらに泣かせられることがあるもんか。益

やく

にたゝねへ。なぜ向
むかふ

の面
つら

でも思
ふさま引

ひつかき

掻きむしつてやらねへ。 （江戸滑稽本・浮世風呂 2下）
否定疑問文の中では少数派に属する疑問詞疑問文の例である（注 2参照）。否定本来の
意味を残した第Ⅲ類の用法であるが、非難の情意を伝えることで二次的ながら行為を指
示する意向が表される。

■否定疑問文以外の例について
○恩恵・動作の方向性が〈他者→話者〉の表現
否定疑問文ではなく肯定疑問文の形で授受形式を用いた「～てくれたか」の類につい

てである。これらの場合は、認識の共有を図る含意は特に認められず、「打診」の意味
合いも生じない。
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（24）握り飯をもてきてくれたカ。おつとよし く。 （上方滑稽本・穴探し・二 10）
（25）寐

ね

もせず起きもせずそのやうにつくねんとして、どふしてくれるのだ。あまり
不人情であらふ。 （江戸洒落本・廓の桜）

恩恵・動作が聞き手から話者に向かう点は同じであるが、否定疑問文を用いた場合に見
えるような、命題成立の受け入れを打診する意味合いは生じない。使用例自体が否定疑
問文に比べて格段に少なく、上方・江戸の両資料中に少数ずつ使用例が見出せる状況で
あり、地域差は特に見出せない。
○恩恵・動作の方向性が〈話者→他者〉の表現
恩恵・動作の方向性が逆向きの〈話者→他者〉の授受形式は、否定疑問文によった場

合と同様に、さほど活発に用いられるというものではない。上方大阪語と江戸東京語と
で使用頻度に際立った差は認められず、むしろ江戸東京語の方に多いとさえ言える。
（26） 半兵衛 鹿様あげよか。鹿 ハイチヨツト申。 （上方洒落本・短華蘂葉）
（27） ただし湯がかかつて熱いなら水のはねをかけてうめてやらうかアイまたかかり

やす。 （江戸滑稽本・浮世風呂 2上）
これらは他者＝聞き手であり、話者主導の動作を、聞き手に対して行う意向にあるこ

とを疑問文の形で直接性を緩和して提示する表現である。（26）（27）ともに、話者がど
のような意向にあるかを伝えるものであり、聞き手と認識を共有する意図は稀薄である。
この種の授受形式・疑問文であれば、両地域語での使用に目立った差は生じないという
ことである。

5 . 3 ．地域語としての上方語と連用形＋ンカ
以上のように、一見すると、授受形式を含む疑問文は江戸語に比べて上方語で多用さ

れるようであるが、詳細に見ると、恩恵・動作の方向性が〈他者（＝聞き手）→話者〉
の表現の、「～てくれんか」「～もらえんか」等による聞き手への行為指示を意図した否
定疑問文に限って見出される傾向なのであった。しかも、この未然・連用同形＋ンカの
多用は、連用形＋ンカの多用が顕著になるⅱ洒落本以降、すなわち寛政末以降に著しく
認められる点でも重なるものであった。これらの用法を獲得した上方語と獲得しなかっ
た江戸語とで、以後の否定疑問文第Ⅲ類（b）用法「提案・依頼・命令」の多用傾向を
継続させる上方大阪語、衰退に向かう江戸東京語と袂を分かつ 15 のである。この、聞
き手から恩恵を与えられることを意識・明示する表現を否定疑問形で表す方法は、［共
有指向性／説明・打診型］の特徴を示すものである。その方法を持った表現の中でも、
特に「～てくれんか」が高頻度で用いられることによって、自身、連用形＋ンカの核と
なって同表現の多用傾向をもたらし、また同表現の定着も促していたということである。
逆に［一方向性／主張・提示型］を特徴とする江戸語では、その形式は歓迎されてい

ない。同じ授受形式でも、［共有指向性／説明・打診型］の指向性と無縁な表現―「ど
うしてくれるのだ」「～てやろうか」など―であれば、上方語・江戸語とで特別な違い
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を見せることはなく、ほぼ似たような頻度で用いられていたのであった。
ところで連用形＋ンカ、～テ（オ）クレンカ、さらには～テンカも含め、いずれも寛

政末以降になって、その多用傾向は瞭然としてくるものであった。旧来の、未然形＋ン
カの用法を順次、凌駕し、拡大する状況が作られた寛政末までの宝暦～天明ごろ（1750
～ 1800 年）は、言語にとってどのような変化が起きた段階だったのであろうか。
江戸にとっての宝暦から天明ごろというのは、文運東漸によって、京阪中心に栄えた

旧形態の文化享受のあり方から代わって、江戸に根差した江戸育ちの文化が中心になっ
ていく時期であった（中村 1982 など）。それ以降、すなわち寛政期以降は、江戸文学が
近世文学の中心となって成熟していく段階へと進む。つまり、この間を通して、次第に
江戸の言語は中央語としての立ち位置を明確にするのであり、それは取りも直さず、上
方の言語にとっては、中央語としての地位を降り、地域語としての性格を強めていく時
期であったと言える。そして、その地域語としての上方の言語文化の位置づけ変化と、
連用形＋ンカの発生・一般化との軌跡がまさに重なっていたのであった。上方において、
それまでと比べて中央語としてのあり方への意識が相対的に低い言語文化の中で、すな
わち、やや踏み込んだ言い方をすれば上方語らしさをより発揮しやすくなった環境にお
いて［共有指向性／説明・打診型］という表現指向も顕在化し、その中で否定疑問文第
Ⅲ類（b）用法のンカは、育まれたものだったということである。
対照的に、江戸語にとっては、文運東漸を経た寛政末頃というのは、江戸語固有の特

徴を色濃く発揮し始める段階に当たる。第Ⅰ類「事実確認」に象徴的な、江戸語を特徴
づける［一方向性／主張・提示型］の表現指向というものも、また上方の言語文化の影
響から自由になり、江戸の言語文化を純粋に育て、拡大させ始めた環境において、表に
出てきたものであったのである。
以上のように、宝暦～寛政という段階は、上方語・江戸語の言語文化がそれぞれ位置

変化を起こした時期に当たる。しかしそれは、直ちに上方語の［共有指向性／説明・打
診型］、江戸語の［一方向性／主張・提示型］のそれぞれの表現指向発生の必然性まで
を説明するものではない。村上（2004）は、同時期は、上方語では一段化動詞の創出と
整備が活発化していた段階に当たることを指摘する（冒頭の引用参照）。 3 . 4 節で見た
ように、同じ時期に、上方語は～ネバナラヌやソレナラを多用し、江戸語は～テハイケ
ナイ、ソレダカラを多用し始める。上記の言語文化史的なありかたの変化として指摘し
たことは、そういった、いわゆる “上方語らしさ ”“ 江戸語らしさ ”が次々と発現する段
階に、言語環境・背景としてあったことを説明したものであることを確認しておきたい。

6 ．おわりに
本稿では、以下のことを述べた。
・否定疑問文が近世期以降発達し、中でも上方語では～ンカによる「提案 ･依頼 ･命
令」、江戸語では～デハナイカによる「事実確認」の用法の多用が、顕著であった。
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・上方語の「提案 ･依頼 ･命令」の否定疑問文は、寛政期を境に未然形＋ンカから連
用形＋ンカへとその用法の中心を移す。それは同時期の連用形命令法の一般化を下
敷きとしつつ、～テ（オ）クレンカの多用を核としながら実現していた変化である。

・上方語での～テ（オ）クレンカ、連用形＋ンカの多用、～テンカの発生は、上方語
の［共有指向性／説明・打診型］の特徴を背景・土壌とする中で発達し、多用され
た。対する江戸語では、［一方向性／主張・提示型］を特徴としており、その指向
性と馴染まないそれらの諸形式を生じなかった。

・両言語の各用法の多用傾向が顕在化した寛政末頃は、ちょうど上方語が中央語から
地域語へ、逆に江戸語が地域語から中央語へとその位置づけを明確にしつつあった
頃に当たる。
以上の指摘は、上方資料中の表現は、なぜ寛政末以降、［共有指向性／説明・打診型］

の表現指向性の顕著な表現が多用されるのか、逆に、同時期以降、江戸資料中ではなぜ
［一方向性／主張・提示型］の表現を特徴的に用いるのか16 という問いへと連続している。
この点については、本稿の範囲では、論拠とすべき事象を十分に取り扱うことができて
いない。今後、さまざまな観察を行いながら、検討していくべきものと考えている。そ
もそも本稿は、調査量も極めて限られたものであり、論拠の強度を増すことから始めな
ければならない。諸々を課題として終わりとする。

　【注】
1 　第Ⅰ～Ⅲ類の区別は、田野村（1988）、三宅（1994）などに基づきつつ私に手を加
えたものである。

2　第Ⅰ・Ⅱ類および第Ⅲ類の中でも（a）～（c）に限ると、疑問文の中でも疑問詞を
含まない、いわゆる肯否疑問文だけが該当することになる（例 1～ 10 参照）。第Ⅲ
類の中でも（a）～（c）以外の例には、もちろん疑問詞を伴う疑問詞疑問文による
否定疑問文がある（全 23 例。例、文の返事はなぜなされぬ。（近松浄瑠璃・堀川波
鼓・中））。議論を集中して行う上で肯否疑問文だけを取り出す方法もあり得るわけ
であるが、疑問文全数の中への位置づけを重視し、以下、特に区別せずに取り扱う。

3　表 2には他にも注意すべき傾向が現れており、たとえば近世後期以降の上方大阪語
では第Ⅲ類全体の使用が多いことや、第Ⅲ類（b）用法を、近世後期江戸語でもⅰ
洒落本では上方と同様に多用していながら、ⅱ洒落本以降、大きく使用を減らして
いることなどが読み取れる。それらについては矢島（近刊）で扱っている。注 15
参照。

4　森（2014）では、「関西方言では（行為指示表現としての：矢島補筆）否定疑問形
が近世から現代まで一定程度用いられている。一方、東京方言では、江戸期には用
例が見られるものの、おおよそ大正期以降否定疑問形はほとんど用いられない」こ
とを明らかにした上で、なぜそういった地域差が生じるかについて議論を行ってい
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る。その見解に対して、本稿の立場がどのように重複・相違するのか、またそれを
どう考えるかについては矢島（近刊）で整理を試みている。本稿では繰り返しを避
け、省略に従う。

5　さらに敷衍して言えば、第Ⅲ類（b）用法の発達は依頼表現の歴史の、第Ⅰ類の発
達は認識的な捉え方（蓋然性や証拠性等に基づく推量・推定・断定など）の表現の
歴史の、それぞれの発達史全体の一部を構成するものとして位置づけられる。詳細
は機会を改めて論じたい。

6　上方語の表現指向［共有指向性／説明・打診型］のうちの「説明」の要素について
は、～デハナイカのうちの「認識評価の共有」の特徴を持った例の他、～ネバナラ
ヌ類、ソレナラ類の使用に見出せるものである（矢島（近刊）参照）。ただし、こ
の第Ⅲ類（b）用法においては、関わりは明示的なものではない。議論の全体にお
いて用語を統一的に用いる必要もあって［共有指向性／説明・打診型］と表記する
ものである。

7　村上（2004）に、連用形＋ンカの例のうち、「命令関連表現以外の例と思しきもの」
はわずか 1例しか見出せないとしている。大規模な調査に基づく指摘だけに、近世
上方語の連用形＋ンカは、基本的には本稿でいう第Ⅲ類（b）用法のみに用いられ
るものとみてよいと考えられる。

8　連用形＋ンカは女性の使用例が多く、本調査範囲中の近世期の例は、本文の例（11）
を除き、すべて話者は女性である。本形式の源が遊里のことばにある（村上 2004）
ことと関わっているのかもしれない。

9　連用形命令について、村上（2003）も「ンス以外の命令表現の方式を新たに生み出
す必要性があった」状況下の宝暦以降の遊里語において生じていると見ている。あ
る種の待遇価値を持った形式として成立の背景を捉える点では森（2013）と同様で
ある。ただし、冒頭でも見たとおり、村上は連用形命令法の出現には、一段動詞の
命令形としてイ形の影響を考えるのであり、森の敬語助動詞「や」の関与説とは見
解を異にする。出自そのものについては、なお、議論・検討が続くべきもののよう
である。

10　ちなみに、～テ（オ）クレンカの形式を取ると基本的に第Ⅲ類（b）用法となるの
であり、例外となるのは、調査範囲では次の 1例だけであった。
例、「私のお父つぁん、良えところあるやろ」と思ってくれたのかくれないのか、「う

ん」と柳吉は気のない返事で、… （大阪小説・夫婦善哉）
11　表 5中、「～やる＋否定」の 1例は、恩恵・動作の方向が〈聞き手→他者〉である（本
文中の例（23））。ただし、〈話者→他者〉の内容を持つ行為を聞き手に要求する表
現例ゆえ、一括して捉えている。

12　他者＝聞き手の例外は、第Ⅲ類（c）｢願望｣ の用法例など、ごくわずかの例に過ぎ
ない。
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13　否定疑問文に限らず、上方資料に多用される形式を、ⅰ洒落本の段階までは江戸語
資料も一定数用いる傾向があるのであり、本文の例（20）に示す否定疑問文も、そ
の段階の例である。注 15 参照。

14　郡（1997）でも、現代大阪語の依頼表現として、標準語の「…して（くれ）」に当
たる表現として「イッテ」及び「イッテンカ」をあげ、授受形式と同機能の担うも
のとして位置づける。

15　矢島（近刊）で、江戸語が、寛政末頃までは否定疑問文の諸用法に関して上方語と
似た使用傾向を示すが、化政期以降、特に否定疑問文による行為指示の用法の使用
頻度が減少することを観察した。それを踏まえ、化政期以降、江戸語が中央語とし
てのプレステージを獲得するにつれて、同言語に内在する［一方向／主張・提示型］
の表現指向との符号性から、それまで影響力の大きかった上方語的要素を受け入れ
たり受け入れなかったりする状況が生じていることなどについて検討を試みてい
る。

16　このあたりに関わっては、一部、矢島（2013・近刊）において試論を述べている。
参照されたい。
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付記　本稿は、日本語疑問文の通時的・対照言語学的研究共同研究発表会第 8回（2015
年 12 月 19 日、国立国語研究所）における口頭発表に基づくところがある。また、
本研究は、JSPS 科研費 26370534 の助成を受けたものである。

（やじま・まさひろ　本学教授）
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